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第１回国語分科会国語課題検討小委員会・議事録

平成２４年４月２７日（水）

１１時００分～１２時０５分

文 化 庁 ・ 特 別 会 議 室

〔出席者〕

（委員）林主査，内田副主査，井田，岩澤，影山，鈴木(一)，鈴木(泰)，関根，髙木，

出久根，東倉，納屋各委員（計１２名）

（文部科学省・文化庁）早川国語課長，氏原主任国語調査官ほか関係官

〔配布資料〕

１ 小委員会の設置について

２ 文化審議会国語分科会国語課題検討小委員会委員名簿

３ 文化審議会国語分科会国語課題検討小委員会の会議の公開について（案）

４ 国語課題検討小委員会における審議スケジュール（案）

〔参考資料〕

１ 文化審議会国語分科会運営規則

２ 文化審議会国語分科会の会議の公開について

３ 国語分科会で今後取り組むべき課題について（問題点整理小委員会における

「意見のまとめ」）（文化審議会国語分科会報告，平成２４年１月）

〔経過概要〕

１ 事務局から配布資料の確認があった。

２ 文化審議会国語分科会運営規則に基づき，委員の互選により，林委員が国語課題検討

小委員会主査に選出された。

３ 文化審議会国語分科会運営規則に基づき，林主査が内田委員を副主査に指名し，了承

された。

４ 事務局から，配布資料３「文化審議会国語分科会国語課題検討小委員会の会議の公開

について（案）」の説明があり，国語課題検討小委員会を公開することが了承された。

５ 事務局から配布資料４及び参考資料３についての説明が行われ，配布資料４について

了承された。その後，参考資料３を参照しながら各委員が自己紹介を兼ねて，座席順に

国語施策の課題について，各自の意見を述べた。なお，自己紹介の終わっていない委員

については，次回の小委員会で行うこととした。

６ 次回の国語課題検討小委員会は，５月２２日（火）午後２時から４時まで，文化庁・

第２会議室にて開催することが確認された。

７ 各委員の意見は次のとおりである。
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○林主査

今期のこの国語課題検討小委員会では，前期の問題点整理小委員会を引き継いで，それ

を国語の施策として，そこで審議されたことに基づいて，具体化していくにはどのような

考え方，あるいは，どのような方向があるだろうかということを御審議いただく，これが

目的になっておりますので，前期に審議された内容を今，氏原主任国語調査官からお話し

いただきまして，今期との関連付けをしていただきました。

ちょっと補足というよりは蛇足になりますが，参考資料の４を御覧くださいませ。参考

資料４は，「国語審議会及び文化審議会の主な答申等」と書いてございます。

○氏原主任国語調査官

参考資料４というのは，先ほどの総会の時の参考資料４ということですね。

○林主査

はい，そうです。総会の時の参考資料４です。お手をお煩わせいたしまして申し訳あり

ませんが，一枚物の参考資料４というのがあると思います。それをちょっと御覧ください

ませ。

これは，「国語審議会及び文化審議会の主な答申等」と書いてございます。昭和２１年

以後，今日までにどのような答申や建議が行われたかということをまとめたものでござい

ます。非常にはっきりした特徴がございまして，申すまでもないかもしれませんが，ここ

に挙がっている答申は，日本語の場合，ほとんどがライティング（＝writing）に偏って

いる。文字や書記，表記に偏っているということが言えます。特に内閣告示に至ったもの

は１３件ございますが，これらはすべて文字やライティングに関わるものでございます。

「５．敬語」は，平成１９年に「敬語の指針」というものが出されましたけれども，これ

がそういう中にあっては少し性格が異なるものです。それから，「６．国語一般」とござ

いますが，これは，先ほど氏原主任国語調査官から御説明がありました，いわゆる基本的

な考え方を示したというタイプの答申類でございます。

下の方の，文化審議会に入ってから，これは平成１３年以後でございます。平成１３年

から今日までのほぼ１０年の間に，答申が三つございます。１６年の，いわゆる「国語力

答申」と呼ばれている「これからの時代に求められる国語力について」，それから，１９

年に「敬語の指針」が出されました。それから，一昨年の２２年に「改定常用漢字表」が

答申されました。これは，非常に影響の大きい，非常に豊かな答申だったと理解しており

ます。こういう流れの中にあって，前期は，今後どういう政策課題に取り組んでいくべき

であろうかという問題に立ち返って，その基本のところから御審議を頂いたというのが，

先ほどの御説明の内容でございます。

国語につきましては，常に注意深くそれを見守っていて，必要がある場合には，適切な

施策を提案し，それから，実行していく。常にそういう方法で国語を観察しているという

ことが大切でございます。そういう流れから申しますと，「改定常用漢字表」が出た，こ

の辺りで，もう一度，現在の日本語，将来の日本語を考えて，今後どういう方向に，この

国語施策を進めていくべきか，そういうことを御審議いただく時期に当たっているという

ことで，昨年からこういう議論が始まったところでございます。

実際に「敬語の指針」とか「改定常用漢字表」とかという具体的な問題に入ってまいり

ますと，社会の注目も大きくなりますし，私どもも熱が入ります。しかし，これからの国

語施策ということを考える場合には，やはりその方向性を見極めていくという，前期から
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今期に掛けて２期にわたる審議というのは，そういう方向性を定めるという意味で，非常

に重要な時期に当たっていると考えております。

そういうことで，先ほど氏原主任国語調査官からの言葉にもありましたように，お忙し

い方ばかりでいらっしゃいます。どうぞ御配慮いただいて，極力この会議においでいただ

いて，御意見を賜りたいということで，ちょっと話がそれてしまいましたけれども，この

話に関連して，ここでお願いを申し上げておきたいと思います。

前期にこういうテーマで委員の方々から貴重な意見をたくさん頂いて，それをまとめた

ものがこの冊子であるということでございます。本日の目的は，次回のと言うか，今期の

審議につなげるために，前期の審議の内容をもう一度御確認，あるいは，御理解いただく

ということで，その御説明が主でありますが，次回以後，いろいろ御意見を伺う，言わば

その糸口として，少し時間がございますので，自己紹介を兼ねて，一言ずつ，ふだん日本

語に関してお感じになっていること，あるいは，先ほど御説明のあった前期の審議内容に

関すること等，御自由に御発言いただければと思うんです。急なお願いで御迷惑かなとは

思いますが，まず井田委員から一言ずつ，自己紹介を兼ねてお願いしたいと思います。

と申しますのは，今年度から，影山委員と鈴木泰委員に加わっていただきました。正に

強力な委員でございまして，影山委員は国立国語研究所の所長をなさっております。お役

目はそういうことではありますけれども，日本の最先端の言語学者として，広い角度から

御見識を頂戴できるだろうと思っております。それから，鈴木泰委員は国語学者でいらっ

しゃいまして，国語学会の会長も２期…。

○鈴木(泰)委員

もうすぐ終わりですね。

○林主査

しかし，まだ今は…。

○鈴木(泰)委員

今は現職です。

○林主査

ということで，広く日本語についての研究者として，非常に広い視野を持って日本語を

御研究なさっていらっしゃる方でございます。お二人の非常に強力な委員に加わっていた

だいておりますので，前からいらっしゃる委員も，自己紹介を兼ねて，一言ずつお願いを

したところでございます。

○井田委員

日本テレビの井田由美と申します。

アナウンサーとして仕事をしてまいりまして，昨年の東日本大震災での放送ということ

では，私はもう最前線を外れておりますけれども，本当に考えさせられ，残念に思い，も

っと何かできることはなかったか，今後どうしていけばいいのかと，いろいろと思うとこ

ろがございました。

昨年の小委員会の議論を通して感じたことは，例えば，文化庁が「コミュニケーション

を何とかしたい」などと言ったら，「まず役所内のコミュニケーションはどうなっている
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のだ。大体君たちの言うことは分からない。」という声が上がることは必至と思います。

まず足元をしっかりさせなくては。役所が発信するのならば「公用文作成の要領」の見直

しが，初めに取り組むべき項目でしょう。

そして，もう一つは，緊急時における，放送をはじめとする情報の伝え手の言葉遣いで

すね。大切な課題ですが，これを検討することで，コミュニケーションの骨格が浮かび上

がって，その結果，日常生活でのコミュニケーションへの何かヒントが見付かるといい。

国語施策としては，ほのめかすと言うか，何か感じていただく，そのくらいが望ましい形

なのではないかと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

○林主査

岩澤委員，お願いします。

○岩澤委員

私は，先ほど国語分科会総会で御挨拶しましたので。

○林主査

先ほど御挨拶いただいたので，省略ということでございます。昨年もそうでしたけど，

この国語分科会，特に小委員会は，非常に自由に，リラックスして御発言いただきたいと

思っていますので，私自身がまず最初に崩れてしまいますが，岩澤委員はそういうことで

ございますので。では，岩澤委員は飛ばしていただいて，影山委員，お願いします。

それから，さっき学会のことを申し上げましたが，影山委員は，日本言語学会の会長も

していらっしゃいます。

○影山委員

それは，３月末で任期が終わりました。

影山でございます。初めてこの会議に参加させていただきます。

私の立場として，言語学の専門家という立場，それは個人の立場，それから，国立国語

研究所という非常に重要な国の機関の代表としての立場と，両方の立場から伺わせていた

だこうと思っています。

特に昨年問題になりました東日本大震災については，研究所としましても，方言と共通

語，標準語，特に地元の方々は，お年を召した方，けがをされ，非常に困っているという

場合に，どうしてもとっさの場合，やはり標準語ではなくて方言が出てきます。特に「ち

くちく」とか「ずきずき」とか，そういった擬態語，オノマトペと呼んでいますけれども，

そういった言葉でお医者さんに掛からないといけない。ところが，あのときに，現地のお

医者さんだけではなくて，いろんな県から医者が駆け付けて，救助に出てきましたけれど

も，その人たちは東北の方言が分からない。患者の方，負傷された方が「ずきずき」に当

たるような言葉を方言でおっしゃっても，なかなか外の方は，どんな痛み具合なのか分か

らないということを一つ感じておりまして，研究所の中で方言研究の部門がありますけれ

ども，その部門の中で，そういった医療に直接関わるような表現を分かりやすくするとい

うような試みで，小さな冊子を作っています。これは各医療機関や官公庁，それからホー

ムページでも無料で発信しています。

それから，国立国語研究所だけではなくて，大学共同利用機関としましても，これから
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も起こるかもしれない災害に備えまして，実際の形のある文化財，貴重なものだけではな

くて，言葉という無形の文化財をできるだけ記録・保存する，守っていく，将来につなげ

る，そういう活動をしていますので，ここの会議とも関わってくるかなと思っています。

よろしくお願いいたします。

○林主査

ありがとうございました。それでは，鈴木一行委員，よろしくお願いいたします。

○鈴木(一)委員

大修館書店の鈴木一行と申します。

この名簿にございますように，日本書籍出版協会常任理事とは言え，協会の代表は実は

していないのではないかなと思うんですけれども，そういう形で参加をさせていただいて

おります。昨年からこの分科会，そしてこの小委員会に参加させていただいておるんです

けれども，前期の１年間，いろいろ皆様のお話をお伺いしたり，また，私も多少発言をし

たりしていました。私の仕事柄，雑誌関係の実務経験がほとんどないものですから，なか

なかその辺での意見を申し上げるべきところもあったかなと思いながら，意見を申し上げ

ずに過ぎ去ったようなところも，正直言うとございます。できるだけそういうようなこと

も広く，一応出版としては私が参加させていただいているというところで，雑誌も，当然

出版の一つでございますので，できるだけいろいろな情報を得ながら，何かお役に立てる

ような発言ができればと思っていますので，今期もよろしくお願い申し上げます。

○林主査

では，鈴木泰委員，よろしくお願いします。

○鈴木(泰)委員

先ほど林主査から御紹介ありましたが，今は「国語学会」ではなくて「日本語学会」と

申し上げております。

○林主査

失礼しました。

○鈴木(泰)委員

昔の伝統的な国語学ではなくて，日本語学の立場から日本語を扱っていこうという，そ

ういう趣旨で数年前に変わりました。

私は専門は古代日本語なんですが，こんなところで宣伝をするのは本当はいけないんで

しょうけど，たまたま３月にこういう本が出ました。『現古辞典』というんですけど，こ

れは，現代語から古語を引けるものなんです。ただ，現代語と言っても，よく普通に使う

現代語が見出し語になっています。例えば，「イケメン」と引きますと，まあ出てくるの

は「色男」だったりして，何のことはないんですが，ただ，こういうことによって，つま

り，現代語と古語の垣根をなるたけ取り払って，多分，これから日本語を易しくしようと

いったときに，恐らく漢語にするのか，外来語にするのか，和語にするのかというような，

そういうことが問題になってくると思うんですね。漢語ももちろん潜在的な日本語だし，

そうなんですけれども，それ以上に古語の方が潜在的な日本語だと思うので，そういう面
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からお話しすることができれば，お力になりたいと思っています。どうぞよろしくお願い

いたします。

○林主査

ありがとうございます。

この会議の終了予定が１２時までということになっております。お忙しい委員の方々で

いらっしゃいますので，時間を大幅に超過することは，今回に限らず，極力避けたいと思

っております。時間がないということで，本当の一言ということになってしまいますと，

せっかくのお考えを伺えなくなりますので，この後の委員の方々につきましては，次回に

回して，次回の冒頭で御紹介を兼ねたお考えを伺いたいと思っております。

順番で言いますと，ちょうど課長の席に順番が回ってまいりました。今日最後に，早川

課長に御挨拶を頂戴したいと思います。

○早川課長

国語課長の早川と申します。

委員の皆様におかれましては，本日は最初の国語分科会の総会，そして，それに引き続

いての小委員会の開催ということで，大変慌ただしい中，長時間にわたる御審議を頂きま

して，誠にありがとうございました。

また，本日は，二つの小委員会が同時開催ということで，私もこのような形での出席に

なりまして，大変恐縮に思っております。

今年度，当小委員会におきましては，昨年度の問題点整理小委員会で整理いただきまし

た課題について，それを踏まえて，それを更にブラッシュアップしていく，正に将来実を

付けるための種をまくという，大変重要な時期だと考えております。参考資料３の「意見

のまとめ」で挙げられました課題を見ましても「「公用文作成の要領」の見直しについて」

とか，あるいは「常用漢字表の手当てについて」とか，あるいはまた「言葉遣いについて」，

あるいは「コミュニケーションの在り方について」等々，どれ一つとっても簡単に結論が

出せるものではないと考えております。そういう意味でも，委員の皆様には大変御苦労を

お掛けすることになるかと思いますけれども，よろしくお願い申し上げまして，意は尽く

せませんけれども，第１回国語課題検討小委員会の終了に当たりましての御挨拶とさせて

いただきます。

どうぞ，委員の皆様，１年間よろしくお願い申し上げます。

○林主査

どうもありがとうございました。

それでは，本日の予定はこれで終了させていただきます。できるだけリラックスした，

和やかな雰囲気で，大事な問題をしっかり議論をしていきたいなと考えております。こう

いうことで，緩やかに本質論の方に入っていきたいと思いますので，また次回以後，よろ

しくお願いいたします。

本日はどうもありがとうございました。


